
龍ケ崎市地域 経 済 循 環 創 造 事 業 の募集に係る審査基準  

 

審査員は以 下 の 審 査 項 目 に つ いて、 Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ で評価する。  

審 査 項 目  評 価 の 判 断 基 準 ・ 着 眼 点  評 価・配 点  

１  地 域 資 源 の 活 用  ・ 地 域 の 名 産 品 、 特 産 品 、 地 元 名 産 の 原 材 料 等 の 地 域 資 源 を 活 用 す る 事 業 で あ る か 。  

Ｓ :15 点  
Ａ :10 点  
Ｂ : 5 点  
Ｃ : 0 点  

２  
公 共 的 な  
地 域 課 題 の 解 決  

・ 本 市 の 地 域 課 題 の 解 決 に つ な が る 事 業 で あ る か 。  
・ 龍 ケ 崎 み ら い 創 造 ビ ジ ョ ン for2030、 そ の 他 の 市 計 画 に 掲 載 さ れ て い る 課 題 等 と 合 致 す る か 。  

３  雇 用 計 画   ・ 地 域 人 材 の 雇 用 計 画 及 び 育 成 計 画 は 具 体 的 か つ 確 実 性 が あ る か 。  

４  事 業 の モ デ ル 性  
・ 市 内 で 前 例 の な い 取 組 で あ り 、 同 様 の 地 域 課 題 を 抱 え る 他 自 治 体 の モ デ ル と な り 得 る 事 業  

か 。  
・ 市 内 の 類 似 の 事 業 と の 整 理 が つ い て お り 、 非 競 合 性 が 確 保 で き て い る 事 業 で あ る か 。  

Ａ :10 点  
Ｂ : 5 点  
Ｃ : 0 点  

５  事 業 の 収 支 計 画  
・ 収 支 計 画 に 妥 当 性 は あ る か 。  
・ 収 支 計 画 に お け る 公 費 の 金 額 が 上 限 金 額 を 超 え る も の で な い か 。  

６  事 業 の 実 現 性  ・ 事 業 内 容 及 び 事 業 戦 略 は 具 体 的 か つ 確 実 性 が あ る か 。  

７  
リ ス ク に 対 す る
回 避 策  

・ 事 業 に 内 在 す る リ ス ク を 認 識 し て お り 、 そ の リ ス ク に 対 す る 回 避 策 が あ る か 。  

８  事 業 の 自 立 性  
・ 補 助 事 業 の 完 了 後 、 本 市 の 地 域 課 題 の 解 決 の た め 、 自 立 し て 事 業 を 実 施 し て い く こ と が で  

き る か 。  

９  事 業 の 新 規 性  ・ 事 業 者 に と っ て 新 規 ビ ジ ネ ス で あ る か 。  
Ｂ : 5 点  
Ｃ : 0 点  

 

審査の結果、 以 下 の採 択 基 準 を全て 満たす提案について採択と する 。  

＜ 採 択 基 準 ＞  

・ 審 査 項 目 １ ～ ３ ： 全 て の 審 査 項 目 の 審 査 員 の 点 数 の 平 均 が １ ０ 点 以 上  

・ 審 査 項 目 ４ ～ ９ ： 全 て の 審 査 項 目 の 審 査 員 の 点 数 の 平 均 が  ５ 点 以 上  

・ 審 査 員 の 点 数 の 平 均 点 が ６ ０ 点 以 上  

別表  


